
      

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
七
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
条
例
第
二
十
一
号 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
） 

第
一
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
職
員
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
の
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当 

該
保
育
所
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、 

 

言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
第
六
十
七
条
第
十

五
項
に
規
定
す
る
心
理
担
当
職
員
を
い
う
。
）
又
は

障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

者
で
あ
っ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務

に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士
等

」
と
い
う
。
）
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法

士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所

の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

附 

則 
 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の

数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
保
育
所

 

（
職
員
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

               
 
 

附 

則 
 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の

数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
保
育
所



に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以 

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
、 

一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所
に

つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す

る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が

保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
の
保
育
士
（

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士
を
い
い
、
同
条
第

三
項
、
附
則
第
五
条
又
は
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
及
び
第
四
十
七
条
第
三 

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。 

 

）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条 

前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
保
育

士
（
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士
を
い

い
、
同
条
第
三
項
、
附
則
第
二
条
又
は
前
二
条
の
規 

定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、 

 

前
二
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の

第
四
十
七
条
第
二
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
保
育
士
の

数
の
三
分
の
二
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

第
八
条 

第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
同
条
に
規
定
す 

る
看
護
師
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、 

 

当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該

保
育
所
の
保
育
士
（
第
四
十
七
条
第
三
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に

よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以 

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
、 

 

一
人
に
限
っ
て
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所
に

つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す

る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が

保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
の
保
育
士
に

よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

第
七
条 

前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
保
育

士
（
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た

者
を
い
い
、
附
則
第
二
条
又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ

り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
保
育

士
の
数
（
前
二
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場

合
の
第
四
十
七
条
第
二
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
の
三
分
の
二
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

         
 

 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教

育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
広
島
県

条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
職
員
の
資
格
） 

第
三
条 

（
略
） 

２―

５ 

（
略
） 

６ 

第
二
項
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
登
録

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該

認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
学
校
教
育

法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若

し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学

 

（
職
員
の
資
格
） 

第
三
条 

（
略
） 

２―

５ 

（
略
） 

       



科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理

療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。
）
又

は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業

務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識

及
び
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士 

等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
は
、
補
助
者
と

し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く

教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
、
当
該
特
定
理
学
療
法

士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
保
育
士
登
録

を
受
け
た
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
学
級
の
編
制
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
編
制
さ
れ
た
学
級
の
一
学
級

の
子
ど
も
の
数
は
、
三
十
人
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

附 

則 
 

１―

３ 

（
略
） 

４ 

第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
項
（
括
弧
書
を
除
く
。

）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士

登
録
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
幼
稚

園
の
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護

教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
第
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
次
項
及
び

附
則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
（
現

に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護

教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除

く
。
次
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５―

７ 

（
略
） 

８ 

（
略
） 

第
三
条
第

六
項 

第
三
条
第
二
項
に
よ

り
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
保
育
士
登
録

を
受
け
た
者 

特
定
理
学
療
法
士
等 

附
則
第
四

項 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

９ 

第
三
条
第
六
項
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
看
護
師
等
の
い
ず
れ
も
が

保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を

行
う
に
当
た
っ
て
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
登

録
を
受
け
た
者
（
第
三
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 


 

（
略
） 

                 

（
学
級
の
編
制
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
編
制
さ
れ
た
学
級
の
一
学
級

の
子
ど
も
の
数
は
、
三
十
五
人
以
下
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

附 

則 
 

１―

３ 

（
略
） 

４ 

第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
項
（
括
弧
書
を
除
く
。

）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士

登
録
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
幼
稚

園
の
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護

教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
第
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
次
項
及
び

附
則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
（
現

に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教

諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
附

則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

５―

７ 

（
略
） 

８ 

（
略
） 

 
    

 

附
則
第
四

項 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

       

９ 

（
略
） 



 
 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
広

島
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
学
級
の
編
制
の
基
準
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

一
学
級
の
園
児
数
は
、
三
十
人
以
下
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 

（
職
員
の
数
等
） 

第
十
九
条 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
各
学

級
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導

保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
又
は
保
育
教
諭
（
次
項

に
お
い
て
「
保
育
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
を
一
人
以

上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育 

及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
（
副
園
長
、
教
頭
、 

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、 

保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
を
い
う
。
）
は
、 

 

付
録
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
人
数
以
上
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
子
ど
も
に

教
育
及
び
保
育
を
提
供
し
て
い
る
時
間
を
通
じ
て
常

時
二
人
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 

５ 

第
一
項
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
限
っ

て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理

担
当
職
員
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専

修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び

集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い

う
。
）
又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導

を
行
う
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関

す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
定
理

学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と 

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
は
、 

 

補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程

 

（
学
級
の
編
制
の
基
準
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

一
学
級
の
園
児
数
は
、
三
十
五
人
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
（
略
） 

 

（
職
員
の
数
等
） 

第
十
九
条 
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
各
学

級
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導

保
育
教
諭
又
は
保
育
教
諭
（
次
項
に
お
い
て
「
保
育

教
諭
等
」
と
い
う
。
）
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育 

及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
（
副
園
長
、
教
頭
、 

 

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助

保
育
教
諭
又
は
講
師
を
い
う
。
）
は
、
付
録
の
算
式

に
よ
り
算
定
し
た
人
数
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
子
ど
も
に
教
育
及
び
保

育
を
提
供
し
て
い
る
時
間
を
通
じ
て
常
時
二
人
を
下

回
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 
                  



に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
、
当
該
特
定

理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
第

一
項
に
定
め
る
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭

又
は
養
護
助
教
諭 

三 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 
 

第
七
条 

第
十
九
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
職
員
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教

諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に

お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
及
び
養
護

教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
「
小

学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
は
補
助
者
と
し

て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教

育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
十
条 

第
十
九
条
第
五
項
及
び
前
三
条
の
規
定
に
よ

り
第
十
九
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
職
員
を
特
定

理
学
療
法
士
等
、
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
、

知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
と
認
め
る
者
又
は
看
護
師
等
を
も
っ
て
代
え
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
、
小
学

校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
、
知
事
が
保
育
教
諭
と
同

等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に

看
護
師
等
の
総
数
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条 

第
十
九
条
第
五
項
及
び
附
則
第
九
条
の
規

定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
看
護
師
等
の
い

ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等

が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
第
十
九
条
第
三
項
本
文

に
規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

    

５ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

主
幹
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭 

 

三 

（
略
） 

 

附 

則 
 

第
七
条 

第
十
九
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
職
員
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教

諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に

お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事

し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
「
小
学
校
教
諭
等
免
許

状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
教
諭

等
免
許
状
所
持
者
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合

を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は

な
ら
な
い
。 

 

第
十
条 

前
三
条
の
規
定
に
よ
り
第
十
九
条
第
三
項
本

文
に
規
定
す
る
職
員
を
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持

者
、
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
と
認
め
る
者
又
は
看
護
師
等
を
も
っ
て
代
え

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状

所
持
者
、
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経

験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
看
護
師
等
の
総
数

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

          

 
 

 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 



改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

附 

則 
 

１ 

（
略
） 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
条
例

に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉

施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
第
四
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
（
満
三
歳
以
上

満
四
歳
に
満
た
な
い
幼
児
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る

保
育
士
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法

に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
本
文
の

規
定
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
幼
児
に
対

し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
に
従
事
す
る

職
員
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。 

３ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福

祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
本

文
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
幼
児
に
対
し
保
育
を
提

供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
数
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
児
童

福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項

本
文
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
幼
児
に
対
し
保
育
を

提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
数

に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行 

の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総 

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、 

保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

４ 

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
条
例 

に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、 

 

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設

の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
付
録
の
規
定
（
満
三

歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
園
児
に
対
す
る
教
育
及

び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限

る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関

す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提

供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
付
録
の

規
定
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
園
児
に
対

す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す

る
基
準
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以

 
 
 

附 

則 
 

１ 

（
略
） 

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福

祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
本 

文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。 

                   

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総 

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、 

保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

３ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、
保
育
等

を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め

る
条
例
付
録
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、
保
育
等
を

総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る

条
例
付
録
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後

に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

    



後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

５ 
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、
保
育
等

を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め

る
条
例
付
録
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
園
児
に
対
す

る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る

基
準
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子

ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、
保
育
等
を
総

合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条

例
付
録
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
園
児
に
対
す
る
教

育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準

に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お

い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

） 

６ 

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
条
例 

に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、 

 

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
付
録
の
規
定
（
満

三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園
児
に
対
す
る
教
育
及
び

保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に 

限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関

す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
付
録

の
規
定
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園
児
に
対
す

る
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関

す
る
基
準
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

７ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
付
録
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
園
児
に
対

す
る
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に

関
す
る
基
準
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
就
学

前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
付
録
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
園
児
に

対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数

に
関
す
る
基
準
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行 

の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。                 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

） 

４ 

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
付
録
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
付
録
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

 

 
 

附 

則 



 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教

育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
子
ど
も
の
数
に
つ
い
て
は
、 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条

例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過

措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
園
児
数
に
つ

い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


